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  規　　　　　則  

　山形県健康増進法の施行に関する規則をここに公布する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第５号

　　　山形県健康増進法の施行に関する規則

　（趣旨）

第１条　健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」という。）の施行については、健康増進法施行令（平成14

年政令第361号）及び健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号。以下「規則」という。）に定めるもの
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のほか、この規則によるものとする。

　（委任）

第２条　次に掲げる事務は、保健所長に委任する。

　(1) 法第18条第１項に規定する業務（同項第１号及び第３号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限

る。）に関すること。

　(2) 法第20条の規定による特定給食施設の届出の受理に関すること。

　(3) 法第24条第１項の規定による報告及び立入検査に関すること。

　(4) 法第27条第１項の規定による特別用途食品の検査及び収去に関すること。

　（国民健康・栄養調査世帯の指定の通知）

第３条　規則第２条第２項の規定による通知の様式は、別記様式第１号によるものとする。

　（栄養指導等を行うための報告）

第４条　法第18条第１項第２号の規定による指導及び助言を行うため、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を

供給する施設（以下「給食施設」という。）の管理者に求める報告は、別記様式第２号によるものとする。

　（特定給食施設の届出）

第５条　次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定める様式によるものとする。

　(1) 法第20条第１項の規定による特定給食施設の設置の届出　別記様式第３号

　(2) 法第20条第２項前段の規定による特定給食施設の届出事項の変更の届出　別記様式第４号

　(3) 法第20条第２項後段の規定による特定給食施設の事業の休止又は廃止の届出　別記様式第５号

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（栄養改善法施行細則の廃止）

２　栄養改善法施行細則（昭和29年３月県規則第10号）は、廃止する。

　（知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正）

３　知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　　別表保健所長の項第８項を次のように改める。

　８　山形県健康増進法の施行に関する規則に基づく次の事項

　　(1) 第２条の規定による次の事項

　　　イ　健康増進法（以下「法」という。）第18条第１項に規定する業務（同項第１号及び第３号に掲げる業務

については、栄養指導に係るものに限る。）に関すること

　　　ロ　法第20条の規定による特定給食施設の届出に関すること

　　　ハ　法第24条第１項の規定による報告及び立入検査に関すること

　　　ニ　法第27条第１項の規定による特別用途食品の検査及び収去に関すること

別記

　様式第１号

年　　月　　日　

　　（被調査世帯の世帯主氏名）　様

山形県知事　氏　　　　名　□印 　

国民健康・栄養調査世帯指定通知書

　国民健康・栄養調査は、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づき行われていますが、あなたの世帯を　　年

国民健康・栄養調査の調査世帯に指定しますので、御協力をお願いいたします。
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様式第２号（１）

給食施設栄養管理状況報告書

（病院・診療所及び介護保険施設用）

年　　月　　日　

　　　山形県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者氏名　   　　　　　　　　　　　　　　　    印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　     　　　　　        ）

　給食施設の現況及び栄養管理状況を次のとおり報告します。

設置者の氏名又は名称及び代表者氏名

設置者の住所又は主たる事務所の所在地

 病院・診療所{（一般　療養　結核　精神）・許可病床数（　　床、　　床　計　　　床）｝

 介護療養型医療施設　　（入所定員数　  　　　　 人）

 介 護 老 人 福 祉 施 設　　（入所定員数　  　　　　 人）

 介 護 老 人 保 健 施 設　　（入所定員数　  　　　　 人）

給食施設の種類

　　　　　                          年　　　　　月　　　　　日給食開始年月日

直営　　　完全委託　　　部分委託（業務内容　　　　　　　　　　　　　　　）

運 営 形 態
名 称 及 び 代 表 者 氏 名

委託先
住所又は主たる事務所の所

在地

非常勤者氏名常勤者氏名人数区　　　　分

従 事 者

人

施 設 職 員
管 理 栄 養 士

人委託先職員

人施 設 職 員
栄 養 士

人委託先職員

人調　　　　理　　　　師

人調理師以外の調理従事者

人そ の 他

指 定 番 号　    　　　号 

指定年月日　年　月　日
有・無

健康増進法第21条の１の

規定による指定の有無

所属　　　　　職

１日平均給食数氏名

計(食)その他(食)夕食(食)昼食(食)朝食(食)区　　分

常 食

一般食人
給 食 定 員 数

軟 食

流動食
入院時食事療養の基準等に係る届出の状況

加 算
特別食

非加算有・無入院時食事療養（ I）の届出

計有・無特 別 管 理 の 届 出

身長　体重　ＢＭＩ　アレルギー　その他（ 　　　　           )有・無身体の状況、栄養状態の把握

食事内容　間食　飲酒　喫煙　運動　 その他（  　　　   　   )有・無生 活 習 慣 の 把 握

円１人１日当たり給食材料費作 成 者 の 職 氏 名

給食部門管理者

の所属、職及び

氏名
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栄養指導状況
指　導　媒　体　の　活　用集　団　指　導個　別　指　導

回数(回)内　　　　　容延べ人数(人)延べ件数(件)回 数(回)延べ人数(人)延べ件数(件)内  容
印 刷 物 の 配 布胃 腸 病
ポ ス タ ー の 貼 付肝 臓 病
卓 上 メ モ の 掲 示糖 尿 病
放　 　 送腎 臓 病

高血圧症
高脂血症
心 臓 病
肥 満 症
妊 産 婦
乳 幼 児

合　　　　計合　計
充足率

(パーセント)
(ロ/イ×100)

給　与
栄養量
(ロ)

給与栄養
目標量　
(イ)

加重平均
栄養所要
量　　　

項　　目

給　
　

与　
　

栄　
　

養　
　

量　
　

等　
　

の　
　

状　
　

況

１人１日当たり（グラム）
区　　分

食品群別

食　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

構　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成

aA エネルギー

（キロカロリ-）

塩分摂取量純摂取量施設内目標値

な ま 物
魚介類

動物性

食品類

bB 穀物エネル
ギー
（キロカロリ-）

干 物

肉 類
肉 類

cC たんぱく質

（グラム）

加 工 品

牛 乳牛乳・
乳製品
類 dD 動物性たん

ぱく質
（グラム）

乳 製 品

卵　　　　類
eE 脂質

（グラム）

緑 黄 色 野 菜

野菜類

野　菜

果物類

その他の野菜

穀物エネルギー比

(b/a×100)

パーセント

乾 燥 野 菜

野 菜 漬 物

海 藻 類

動物性たんぱく質比

(b/c×100)

パーセント

さ つ ま い もいも及

びでん

ぷん類

じ ゃ が い も

その他のいも

脂質エネルギー比

(e×９/a×100)

パーセント

か ん き つ 類
果 物

その他の果物

米

穀 類
施設における栄養給食管理上の課題等小 麦

大 麦

雑 穀

大 豆

豆 類 大 豆 製 品

その他の豆類

油 脂 類

種 実 類

砂 糖 類

菓 子 類

し 好 飲 料 類

み そ
調味料及び香辛料類

その他

計
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様式第２号（２）

給食施設栄養管理状況報告書

（病院・診療所及び介護保険施設以外の給食施設用）

年　　月　　日　

　　　山形県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者氏名　   　　　　　　　　　　　　　　　    印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　     　　　　　        ）

　給食施設の現況及び栄養管理状況を次のとおり報告します。

設置者の氏名又は名称及び代表者氏名

設置者の住所又は主たる事務所の所在地

学校　老人福祉施設 　児童福祉施設　社会福祉施設　事業所　寄宿舎　 矯正施設

自衛隊　一般給食センター  その他
給食施設の種類

　　　　　                          年　　　　　月　　　　　日給食開始年月日

直営　　　完全委託　　　部分委託（業務内容　　　　　　　　　　　　　　　）

運 営 形 態
名 称 及 び 代 表 者 氏 名

委託先
住所又は主たる事務所の所

在地

非常勤者氏名常勤者氏名人数区　　　　分

従 事 者

人

施 設 職 員
管 理 栄 養 士

人委託先職員

人施 設 職 員
栄 養 士

人委託先職員

人調 理 師

人調理師以外の調理従事者

人そ の 他

１日平均給食数人給 食 定 員 数

計(食)その他(食)夕食(食)昼食(食)朝食(食)区　　分単一献立

給　
　

食　
　

形　
　

態

主・副食共
選択メニュー（頻度　　　　　）

副食のみ
バイキング（頻度　　　　　　）

そ の 他
そ　の　他（　　　　　　　　）

合　　計

身長　体重　ＢＭＩ　アレルギー　その他（ 　　　　           )有・無身体の状況、栄養状態の把握

食事内容　間食　飲酒　喫煙　運動　 その他（  　　　   　   )有・無生 活 習 慣 の 把 握

円１人１日当たり給食材料費作 成 者 の 職 氏 名
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栄養指導状況
指　導　媒　体　の　活　用集　団　指　導個　別　指　導

内  容
回数(回)内　　　　　容延べ人数(人)延べ件数(件)回 数(回)延べ人数(人)延べ件数(件)

印 刷 物 の 配 布
ポ ス タ ー の 貼 付
卓 上 メ モ の 掲 示
放　 　 送

合　　　　計合　計
充足率

(パーセント)
(ロ/イ×100)

給　与
栄養量
(ロ)

給与栄養
目標量　
(イ)

加重平均
栄養所要
量　　　

項　　目

給　
　

与　
　

栄　
　

養　
　

量　
　

等　
　

の　
　

状　
　

況

１人１日当たり（グラム）
区　　分

食品群別

食　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

構　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成

aA エネルギー

（キロカロリ-）

塩分摂取量純摂取量施設内目標値

な ま 物
魚介類

動物性

食品類

bB 穀物エネル
  ギー
（キロカロリ-）

干 物

肉 類
肉 類

cC たんぱく質

（グラム）

加 工 品

牛 乳牛乳・
乳製品
類 dD 動物性たん

  ぱく質
（グラム）

乳 製 品

卵　　　　類
eE 脂質

（グラム）

緑 黄 色 野 菜

野菜類

野　菜

果物類

その他の野菜

穀物エネルギー比

(b/a×100)

パーセント

乾 燥 野 菜

野 菜 漬 物

海 藻 類

動物性たんぱく質比

(b/c×100)

パーセント

さ つ ま い もいも及

びでん

ぷん類

じ ゃ が い も

その他のいも

脂質エネルギー比

(e×９/a×100)

パーセント

か ん き つ 類
果 物

その他の果物

米

穀 類
施設における栄養給食管理上の課題等小 麦

大 麦

雑 穀

大 豆

豆 類 大 豆 製 品

その他の豆類

油 脂 類

種 実 類

砂 糖 類

菓 子 類

し 好 飲 料 類

み そ
調味料及び香辛料類

その他

計
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様式第３号

特　定　給　食　施　設　設　置　届

年　　月　　日　

　保健所長　殿

設置者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者の氏名　　　　　　　印　

　特定給食施設を設置したので、健康増進法第20条第１項の規定により次のとおり届け出ます。

　備考　施設の種類は、給食施設の種類の番号により記入すること。

特定給食施設の名称

特定給食施設の所在地

１　学校　　２　病院　　３　診療所　　４　介護療養型医療施設

５　介護老人保健施設　　６　介護老人福祉施設　

７　老人福祉施設　　８　児童福祉施設　　９　社会福祉施設　

10　事業所　　11　寄宿舎　　12　矯正施設　　13 　自衛隊

14　一般給食センター　　15　その他（　　　　　　　　　　）

特定給食施設の種類

　　　年　　　月　　　日給食の開始(予定)日

計(食)
そ の 他

(　　)(食)
夕食(食)昼食(食)朝食(食)施設の種類

1日の予定給食数及び

各食ごとの予定給食数

１

２

３

計

許可病床数　　　　　　　　　　床　・　入所定員数　　　　　　　　　　人

計(人)非常勤(人)常勤(人)区　　　　　　　　　　　分

管理栄養士及び栄養士

の員数
     (    )     (    )       (    )管 理 栄 養 士（う ち 委 託 先 職 員）

     (    )   (    )      (    )栄　 養　 士（う ち 委 託 先 職 員）
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様式第４号

特定給食施設届出事項変更届

年　　月　　日　

　保健所長　殿

設置者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者の氏名　　　　　　　印　

　健康増進法第20条第１項の規定により届け出た事項に変更があったので、同条第２項前段の規定により次のとお

り届け出ます。

　備考　変更事項については、該当するものの番号を○印で囲むこと。

特定給食施設の名称

特定給食施設の所在地

１　特定給食施設の名称　　　　２　特定給食施設の所在地

３　設置者の氏名　　　　　　　４　設置者の住所

５　給食施設の種類　　　　　　６　給食の開始日又は開始予定日

７　１日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

８　管理栄養士の員数　　　　　９　栄養士の員数

変 更 事 項

変 更 前
変　

更　

の　

内　

容
変 更 後

　　　年　　　月　　　日変 更 年 月 日
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様式第５号

特定給食施設休止（廃止）届

年　　月　　日　

　保健所長　殿

設置者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者の氏名　　　　　　　印　

　特定給食施設の事業を休止（廃止）したので、健康増進法第20条第２項後段の規定により次のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建築士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第６号

　　　建築士法施行細則の一部を改正する規則

　建築士法施行細則（昭和25年12月県規則第131号）の一部を次のように改正する。

　第19条の見出しを「（受験の申込み）」に改め、同条第２項中「受験申込書に、前項に規定する書類（同項第２

号に規定する書類にあつては、指定試験機関の定める様式による書類）を添付して、」及び「これを」を削り、

「提出しなければ」を「申し込まなければ」に改める。

　第23条第２項第１号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第２項第１号の改正規定は、平成17年３月７日から施行す

る。

特定給食施設の名称

特定給食施設の所在地

　　　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日休 止 予 定 期 間

　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　廃 止 年 月 日

休止（廃止）の理由
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  告　　　　　示  

山形県告示第167号

　山形県青少年保護条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有害な

図書類として指定する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　（図　書）

　《参考》青少年保護条例第８条第２項第１号並びに第２号の規定（包括基準）に該当する有害図書類

　（図　書）

指定の理由発 行 所 等図 書 コ ー ド題　　　　　　　　　　　　名
指定

番号

著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。

実業之日本社50722－51女豹Vol.７8250

㈱マガジン･マガジン08177－03BOY'Sピアス３月号8251

㈱ 未 来 出 版コード不明ウタマロ大紀のウッハウッハ体当たりＨ8252

㈱ サ ン 出 版03801－03コミックアムール３月号8253

㈱ 一 水 社18399－3まんがシャワー３月号8254

若 生 出 版 ㈱02591－03カルビPOWER３月号8255

㈱ 大 洋 書 房01866－03他人に言えない話VOL.138256

マイウェイ出版18301－3漫画ピンクタイム３月号8257

三 和 出 版 ㈱19673－03レディースコミック・タブー３月号8258

セ ブ ン 新 社09663－3レディースコミック微熱３月号8259

㈱ 宙 出 版18815－03ヤングラブコミックaya３月号8260

㈱ 桃 園 書 房15156－6ハマるケータイ裏サイト500　vol.３8261

㈱笠倉出版社53413－04Nude（ヌード）8262

曙 出 版 ㈱15544－03アットブーイングＶＯＬ.５8263

リ イ ド 社02065－3おとこの遊艶地３月号8264

発 行 所 等区　　　分題　　　　　名番号

ア・ハン流書店コード不明冬のスマタ１

チ チ モ ム 堂コード不明コギャル快速発射ＯＫ２

三 和 出 版 ㈱17991－10
ベストビデオ　スーパード

キュメント10月号
３
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　（録画テープ等）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第168号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第７条第４項の規定により決定した鳥海国定公園に関する公園事業の概要は、

次のとおりである。

　なお、関係図書は、文化環境部環境保護課及び庄内総合支庁保健福祉環境部環境課並びに遊佐町役場及び八幡町

役場において縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第169号

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程（昭和42年７月県告示第697号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「年0.4パーセント」を「年0.375パーセント」に、「年0.8パーセント」を｢年0.75パーセント」

に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、平成17年２月14日から適用する。

２　平成17年２月14日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際借入金残高に乗ずる割合につい

ては、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第170号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発 行 所 等区　　　分題　　　　　名番号

㈱ワンズファクト

リー
ＤＶＤ青木　玲（史上最悪の一日）１

㈱ 泰 成ＤＶＤ女教師500分（２枚組）２

施　設　の　規　模事　　　　　業　　　　　地公 園 事 業 の 名 称

路線距離　15.5キロメートル（路線）

起点　飽海郡八幡町大字草津

終点　飽海郡遊佐町大字吹浦（県境）

鳳来山大蔵滝線道路（歩道）事業

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17. 1.21通 所 介 護

ケアセンターとこしえ上山南

上山市高松字向里868番地３

有限会社テイクオフ

東置賜郡川西町大字西大塚

2308番地９

同　　  1.26訪 問 介 護

アイリスケアセンターさがえ

寒河江市大字寒河江字横道13番１号

株式会社ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台二

丁目９番地
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山形県告示第171号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第172号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第173号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃止年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17. 1.31
篠田訪問介護ステーション

山形市桜町２番68号

医療法人篠田好生会

山形市桜町２番68号

同
篠田総合病院在宅ケア支援室

山形市桜町２番68号

医療法人篠田好生会

山形市桜町２番68号

同

社団法人山形県接骨師会鈴川東洋接骨院介護支

援事業所

山形市鈴川町三丁目15番１号

社団法人山形県接骨師会

山形市五日町15番10号

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17．1. 6
居宅介護支援事業所六日町あいあい

山形市六日町２番７号

社会福祉法人豊裕会

山形市六日町２番７号

同　　  1.12
ひまわり指定居宅介護支援事業所

山形市伊達城二丁目10番地の２

有限会社ひまわり

山形市伊達城二丁目10番地の２

同　　  1.21
居宅介護支援事業所　かほく

西村山郡河北町谷地字砂田207番地の１

社会福祉法人さくら福祉会

飽海郡松山町大字中牧田字丸福171番地

変更年月日

事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成16.12.13

はなまるケアサービスセンター
福祉用具貸

与　

有限会社はなまる

天童市久野本四丁目15番

20号

天童市久野本四丁目15番

20号

山形市馬見ヶ崎三丁目15

番４号

同　　 12.10

短期入所生活介護事業所

六日町あいあい

短期入所生活介護事業所

　あいあい短期入所生

活介護　　

社会福祉法人豊裕会

山形市六日町２番７号
山形市六日町２番７号

同

通所介護事業所六日町あ

いあい

通所介護事業所　あいあ

い
通 所 介 護

社会福祉法人豊裕会

山形市六日町２番７号
山形市六日町２番７号
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山形県告示第174号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第175号

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程（昭和53年10月県告示第1855号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「年0.8パーセント」を「年0.75パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成17年２月14日から適用する。

２　平成17年２月14日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際融資残高に乗ずる割合について

は、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第176号

　森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第１項の規定により、次のとおり森林病害虫等のまん延を防

止するための命令をする予定である。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　区域及び期間

　　区  域  　山形県下一円

　　期  間  　平成17年４月１日から平成18年３月31日まで

２　森林病害虫等の種類

　　松くい虫

３　行うべき措置の内容

　松くい虫が付着している伐採木等（松くい虫の駆除を行ったものを除く。）の移動（森林病害虫等防除法第２

条第６項に規定する特別伐倒駆除を行うための移動を除く。）を禁止すること。

４　命令をしようとする理由

　１の区域の松林において松くい虫の被害が発生しており、３の措置を行わなければ松くい虫が異常にまん延し

て当該区域及びその周辺区域の松林に重大な損害を与えるおそれがあるため

５　その他必要な事項

　１の区域内において森林、樹木、指定種苗又は伐採木等を所有し、又は管理する者は、この告示の日から２週

間以内に、理由を記載した書面をもって知事に不服を申し出ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

変更年月日

事　業　所　の　名　称　及　び　所　在　地
指定居宅介護支援事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成17. 2. 1

篠田指定居宅介護支援事業所
篠田在宅介護支援センター指定

居宅介護支援事業所
医療法人篠田好生会

山形市桜町２番68号 山形市桜町２番68号
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山形県告示第177号

　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定である。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　解除予定保安林の所在場所

　　西置賜郡白鷹町大字畔藤字所峡8947-2、8949-4、8949-5

２　保安林として指定された目的

　　干害の防備及び公衆の保健

３　保安林解除の理由

　　指定理由の消滅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第178号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき山形市から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画用途地域

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第179号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき山形市から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画準防火地域

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

  公　　　　　告  

　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条第１項の規定により、山形県地域防災計画のうち震災対策編を次

のとおり修正した。

　　平成17年３月４日

山 形 県 防 災 会 議 会 長　　　　　　　　　　

山 形 県 知 事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　地震防災対策の基本方針の明示

　　県、市町村及び防災関係機関が県地域防災計画に基づいて地震防災対策を実施するうえでの基本的な取組方針

を明示した。

　　《理念》　「災害に強い山形県」を目指して、県、市町村及び防災関係機関と県民が一体となって地震防災対

策に取り組む

　　《目標》　「地震防災体制の強化」「地震に強い県土づくりの推進」「地域の防災力の強化」

　　◇第１編総則に「山形県の地震防災計画の基本的な考え方」の章を設けた。

２　山形盆地断層帯被害想定調査の実施による被害想定の見直し
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　　国の長期評価を受けマグニチュード7.8の地震を想定した被害想定調査を実施し、防災対策の基礎となる被害

想定を見直した。

　　◇　第１編総則「予想される被害等の状況」の内容を整備した。

３　山形県地震防災対策推進会議の検討結果を踏まえた防災対策の推進

　(1) 防災活動の拠点となる公共施設等について、計画的に耐震化の推進を図ることとした。

　(2) 迅速かつ的確な災害対応を行うための実践的な訓練として、図上訓練、職員参集訓練を実施することとした。

　(3) 災害時要援護者対策を支援するため、市町村向けの指針を整備することとした。

　(4) 自主防災組織の設立支援やリーダー研修により育成強化を図るとともに、自主防災組織の連絡協議会の設立

を促進していくこととした。

　　◇　第２編災害予防計画「建築物災害予防計画」、「防災訓練計画」、「災害時要援護者の安全確保計画」、「自主

防災組織の育成計画」などの内容を整備した。

４　宮城県沖の地震を踏まえた防災体制の見直し

　　災害発生初期における死傷者、火災発生などの「第一報」や人命救助などの救援に関する情報を迅速に把握す

ることとし、応急対策の決定に資するための情報活動を強化した。

　　◇　第３編災害応急計画「活動体制関係」、「情報収集伝達関係」などの内容を整備した。

５　津波対策の充実

　　沿岸市町における避難対象地域や避難場所の指定、県・市町村・防災関係機関で組織する協議会において広域

的な津波防災対策を推進するなど、津波対策を充実した。

　　◇　第２編災害予防計画「津波災害予防計画」などの内容を整備した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成17年７月４日まで縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ホームセンタージョイ前田店

　　山形市前田町６番10号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ジョイ　東根市神町中央二丁目２番６号

　　代表取締役　阿部　恵

３　変更した事項

　　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の

氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

４　変更年月日

　　平成17年１月１日

５　届出年月日

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

小 関　 充東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

阿 部　 恵東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ
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　　平成17年２月21日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成17年７月４日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意　見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに寒河江市役所

において平成17年７月４日まで縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　スーパーセンタージョイ寒河江ショッピングセンター

　　寒河江市大字寒河江字赤田71番４号外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ジョイ　東根市神町中央二丁目２番６号

　　代表取締役　阿部　恵

３　変更した事項

　　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の

氏名

　　（変更前）　

　　（変更後）

４　変更年月日

　　平成17年１月１日

５　届出年月日

　　平成17年２月21日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成17年７月４日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意　見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

小 関　 充東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

阿 部　 恵東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ
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　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び置賜総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに南陽市役所に

おいて平成17年７月４日まで縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　南陽ショッピングプラザ

　　南陽市郡山字塚田578番外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ジョイ　東根市神町中央二丁目２番６号

　　代表取締役　阿部　恵

　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　山澤　進

３　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

　(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

小 関　 充東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

山 澤　 進山形市あこや町三丁目８番９号株 式 会 社 ヤ マ ザ ワ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

阿 部　 恵東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

山 澤　 進山形市あこや町三丁目８番９号株 式 会 社 ヤ マ ザ ワ

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所氏 名 又 は 名 称

山 澤　 進山形市あこや町三丁目８番９号株 式 会 社 ヤ マ ザ ワ

山 澤　 進山形市あこや町三丁目８番９号株式会社ヤマザワ薬品

南陽市宮内2743番地の４野 口　 俊 明

大 島 康 弘東京都千代田区五番町１番地株式会社プラザクリエイト

齋 藤 啓 一福島県会津若松市宮町５番14号株 式 会 社 パ テ ィ ズ

曲　 渕　 恵 美 子東京都八王子市暁町一丁目32番13号株 式 会 社 タ ツ ミ ヤ

菅 野 高 志上山市弁天二丁目３番12号株 式 会 社 杵 屋 本 店
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　　（変更後）

４　変更年月日

　(1) 株式会社ヤマザワ薬品に係る事項　

　　　平成16年６月24日

工 藤 和 弘山形市清住町三丁目10番12号株式会社山形レジャー企画

小 関　 充東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

井 上 元 延宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目７番10号株式会社デンコードー

矢 野 博 丈広島県東広島市西条町大字吉行字向１番地60株 式 会 社 大 創 産 業

齋 藤 貴 裕寒河江市本町二丁目10番38号株 式 会 社 マ ル シ メ

鈴 木 幸 夫南陽市二色根1116番地の５株 式 会 社 三 和

鈴　 木　 由 喜 雄山形市あかねヶ丘一丁目16番10号有限会社山形弐萬圓堂

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所氏 名 又 は 名 称

山 澤　 進山形市あこや町三丁目８番９号株 式 会 社 ヤ マ ザ ワ

石 黒 晴 美山形市あこや町三丁目８番９号株式会社ヤマザワ薬品

南陽市宮内2743番地の４野 口　 俊 明

大 島 康 弘東京都千代田区五番町１番地株式会社プラザクリエイト

齋 藤 啓 一福島県会津若松市宮町５番14号株 式 会 社 パ テ ィ ズ

曲　 渕　 恵 美 子東京都八王子市暁町一丁目32番13号株 式 会 社 タ ツ ミ ヤ

菅 野 高 志上山市弁天二丁目３番12号株 式 会 社 杵 屋 本 店

工 藤 和 弘山形市清住町三丁目10番12号株式会社山形レジャー企画

阿 部　 恵東根市神町中央二丁目２番６号株 式 会 社 ジ ョ イ

井 上 元 延宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目７番10号株式会社デンコードー

矢 野 博 丈広島県東広島市西条町大字吉行字向１番地60株 式 会 社 大 創 産 業

齋 藤 貴 裕寒河江市本町二丁目10番38号株 式 会 社 マ ル シ メ

鈴 木 幸 夫南陽市二色根1116番地の５株 式 会 社 三 和

鈴　 木　 由 喜 雄山形市あかねヶ丘一丁目16番10号有限会社山形弐萬圓堂
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　(2) (1)以外の事項

　　　平成17年１月１日

５　届出年月日

　　平成17年２月21日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成17年７月４日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により山形市から聴取した大規模小売店舗の

周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の概要は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成17年４月４日まで縦覧に供する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　意見の聴取に係る大規模小売店舗の名称及び所在地

　　スーパーデンコードー山形南店

　　山形市南二番町５番５号

２　大規模小売店舗の変更に係る届出の公告を行った日

　　平成16年10月19日

３　意見の概要

　　商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、山形県生活環境の保全等に関する条例（昭和45年７月県条例

第41号）で使用に関する基準が定められているので、当該基準を遵守すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建築士法（昭和25年法律第202号）第15条の17第１項の規定により、同法第13条の規定による二級建築士試験及

び木造建築士試験を財団法人建築技術教育普及センター（以下「センター」という。）が次のとおり実施する。

　　平成17年３月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　試験の日時及び場所

２　受験申込手続

　(1) インターネットによる受験申込

　　　平成16年二級建築士試験又は平成16年木造建築士試験の受験申込をした者のうち、試験の申込みに必要な個

人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている者に限り、インターネットにより受験を申込むことができ

る。その場合は、平成17年４月１日（金）午前10時から同月８日（金）午後４時までの間にセンターのホーム

ページ（http://www.jaeic.jp/）において、必要な事項を入力して申込むこと。

場　　　　　　　　　所日　　　　　　　　　時区　　　　　分

山形市緑町一丁目５番12号

山形県立山形工業高等学校

平成17年７月３日（日）

午前10時から午後５時10分まで

学 科 の

試　 　 験
二　 級

建 築 士

試　 験 同　　　　　上
平成17年９月25日（日）

午前11時30分から午後４時まで

設 計 製 図

の 試 験

同　　　　　上
平成17年７月24日（日）

午前10時から午後５時10分まで

学 科 の

試　 　 験
木 造

建 築 士

試 験 同　　　　　上
平成17年10月９日（日）

午前11時30分から午後４時まで

設 計 製 図

の 試 験
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　(2) 書面による受験申込

　　　次の受付期間及び場所により、原則として申込者本人が受験申込書を直接提出して申込むこと。

３　その他

　　詳細については、土木部建築住宅課（電話023(630)2643）又は社団法人山形県建築士会（電話023(643)4568）

に問い合わせること。

正　　　　　誤

誤

正

誤

正

場　　　　　　　　　　　所受　　　付　　　期　　　間

山形市城北町一丁目12番26号

社団法人山形県建築士会

平成17年４月11日（月）から同月15日（金）まで

（各日とも午前10時から午後４時まで）

東田川郡三川町大字横山字西田48番地の８

三川町商工会館内の受付場所

平成17年４月11日（月）及び同月12日（火）

（各日とも午前10時から午後４時まで）
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